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令
和
5
年
度
増
強
運
動
結
果

“ 

柏税務署長口 柏市酒井根小学校 加藤理穂子さん 低秀四（女性部会長四）

ロ

ロ

柏市立酒井根小学校 小林楓さん
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会員数／千葉県36,087社 柏法人会4,348社（令和 5年 12月末日）

毎
年 、
七
日
年
部
会
に
よ
る
地

域
の
小
学
校
六
年
生
を
対
象
に

行
う
「
租
税
教
室」

で
授
業
を

受
け
た
子
供
た
ち
が 、

そ
こ
か

ら
学
ん
だ
内
容
を
ハ
ガ
キ
の
大

き
さ
に
絵
で
表
現
す
る
「
絵
は

が
き
コ
ン
ク
ー

ル」 。
今
年
で
7

回
目
と
な
り
ま
し
た 。
対
象
は
柏

市
の
2
校（
酒
井
根
小
学
校
と
大

津
ケ
丘
第
二
小
学
校）
で 、
154
名

の
児
童
が
参
加
し
て
く
れ
ま
し

た 。

選
考
会
で
は 、

柏
税
務
署

長
は
じ
め
管
轄
部
署
幹
部 、

女

性
部
会
部
会
長
と
副
部
会
長 、
専

務
理
事·
：

と
そ
う
そ
う
た
る
大

人
た
ち
が
全
作
品
を
く
ま
な
く

拝
見
し
ま
す 。

そ
の
様
子
は
毎

年
和
気
あ
い
あ
い
と
し
て 、

ま

る
で
小
学
生
と
接
し
て
い
る
よ

う 。

大
人
た
ち
に
と
っ
て 、

子

供
た
ち
の
作
品
は
眩
し
く
映
る

の
で
し
ょ
う 。

自
然
と
笑
顔
に

な
る
の
が
わ
か
り
ま
す 。

入
四

作
品
は
数
点
の
た
め 、

決
定
は

簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。

時
間

を
か
け 、

話
し
合
い
な
が
ら
じ

っ
く
り
選
考
し
て
い
ま
す 。

今
年
も
カ
ラ
フ
ル
で
分
か
り

や
す
い
作
品
が
揃
い
ま
し
た 。
今

後
子
供
た
ち
が
社
会
に
出
て
納

税
申
告
を
す
る
時 、

今
回
の
体

験
を
思
い
出
し 、

税
を
納
め
る

責
任
と
誇
り
を
感
じ
て
く
れ
た

ら
嬉
し
い
で
す 。

そ
ん
な
期
待

を
込
め
て 、

法
人
会
の
大
人
た

ち
は
活
動
を
続
け
て
参
り
ま
す 。

■
表
紙
解
説

第
7
回

税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー

ル

[OI碍尋専m
●法人税確定申告書「別表1」に貼付する法人会の会員シールは裏表紙に

印刷されています。

•e-Taxご利用の場合は「法人事業概況説明書」の「16加入組合等の
状況」欄に(-社）柏法人会と入力して下さい。
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税者に通知します。なお、裁決は、税務署長等が行った処分

よりも納税者に不利益となるような変更はできません。

(3)税務訴訟

国税不服審判所長の裁決を受けた後、なお処分に不服が

あるときは、裁決の通知を受けた日の翌日から6か月以内に

裁判所に訴訟を起こすことができます。

目税務訴訟の特徴

税務訴訟における処分の取消訴訟においては、課税庁側

が必要十分な証拠に基づき立証していかなければならないの

が原則です。

また、憲法84条には「あらたに租税を課し、又は現行の租税

を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必

要とする」との規定があります。

このことから、課税要件法定主義として、国民による選挙で

よつば法律相談-

弁設士法人よつば総合法律事務所
． 弁設士 小林義和

選ばれた議員で構成される国会が定める法律の根拠無しに、行政機関が定める政令・省令等で新たな課税要

件を定めることはできず、法律の定めに違反する政令・省令等は無効とされます。

また、課税要件明確主義として、租税法やその委任を受けた政令・省令はできるだけ一義的で明確でなけれ

ばなりません。これは納税者の予測可能性を確保する等のためです。

さらに、納税者の権利保護実現のため、課税処分には理由附記が要求されます。違法な課税を是正する手

段が定められるなど適正手続も保障されています。

その他、遡及立法を禁止して、納税者の法定安定を図り予測可能性を確保することとされています。

日まとめ

適切に納税がなされ、その納税されたお金が国民のために適切に利用されることで、国民の社会生活を維

持できます。そのため、法律に沿って適正な納税をしていくことはもちろん重要なことです。

ただ、一方で納税者が税額等について疑問があるときは、異議を述べることができる制度もあります。も

し、税務署と協議しても納得いかないときは異議を述べる制度を利用したうえで、納得がいく納税をすること

も有用です。

（弁護士法人よつば総合法律事務所 弁護士 小林義和）

弁護士法人よつば総合法律事務所

柏市柏1-5-10 水戸屋壱番館ビル4階

TEL 04 - 7168 - 2300 （電話受付時間平日 9 時から 1 8 時）

事務所H P http: //www. yotsubasougou. jp/ 

代表社員弁護士 大澤 一 郎
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